
第

千

五

百

六

十

号

平

成

十

六

年

七

月

六

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

五
四
五
ペ
ー
ジ

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

五
四
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

五
四
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
室)

五
四
六

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(
西
濃
地
域
農
山
村
整
備
事
務
所)

五
四
六

○
岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

出
納
管
理
課)

五
四
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

五
四
七

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

五
四
八

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

五
四
八

公

示

○
平
成
十
五
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
経
営
状
況

(

管

財

課)

五
四
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

県
民
政
策
室)

五
四
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商

工

業

室)

五
五
一

○
美
濃
加
茂
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

五
五
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

結
核
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
医
療
を
担
当
す
る
機
関
に
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四

十
二
号)

第
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

指

定

年

月

日

モ
モ
調
剤
薬
局
揖
斐
川
店

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
大
字
上
ミ
野
字
野
々

宮
七
三
―
三
七

平
成
一
六
・

三
・

一

ひ

さ

か

ね

医

院

高
山
市
西
之
一
色
町
一
―
四
五
―
一
一

同

五
・

一

か
わ
む
ら
薬
局
唐
栗
店

瑞
穂
市
唐
栗
字
小
林
二
七
五
―
三

同

六
・

一

若

園

医

院

瑞
穂
市
唐
栗
二
七
三

同

早

川

医

院

関
市
元
重
町
二
九
番
地

同

小
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
津
川
市
中
津
川
字
北
野
七
七
七
―
一

同

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

結
核
予
防
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
指
定
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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�

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
六
年
七
月
六
日



県
道

道
路
の
種
類

木
曽
三
川

公
園
線

路
線
名

海
津
郡
海
津
町
福
江
字
中
無
垢
里

六
九
九
番
の
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

六
四
五
番
の
一
地
先
ま
で

区

間

���･

�

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成

��･

�･

�

供
用
開
始

の
期
日

平
成

��･

�･
��

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

辞
退
効
力
発
生
日

若

園

医

院

瑞
穂
市
唐
栗
二
八
六

平
成
一
六
・

五
・
三
一

早

川

医

院

関
市
元
重
町
二
九
番
地

同

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
六
年
七
月
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
基
盤
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
建
設
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
野
郡
久
々
野
町
大
字
阿
多
粕
字
中
俣
二
五
九
・
字
坊
主
休
場
二
六
〇
・
字
ス
ス
ハ
キ
二
六
一
・

字
北
俣
二
六
二
・
字
ヤ
ケ
ゴ
ヤ
二
六
三
・
字
猫
淵
二
六
四
・
字
タ
カ
ゴ
ヤ
二
六
五
・
字
善
兵
衛
ザ
コ

二
六
六
・
字
カ
ツ
ラ
サ
コ
二
六
七
・
字
カ
ミ
タ
キ
サ
コ
二
六
八
・
大
字
小
坊
字
日
カ
ケ
平
七
三
一
・

字
サ
カ
リ
谷
七
三
二
・
字
日
向
平
七
三
三
の
一
・
大
字
無
数
河
字
向
ま
き
山
三
六
二
三
の
一
・
字
無

数
河
山
三
六
三
〇
・
大
字
渚
字
カ
ラ
谷
一
五
八
〇
・
字
シ
ウ
ノ
木
森
一
五
八
一
・
字
平
ト
コ
一
五
八

二
・
字
	
ノ
木
平
一
五
八
五
・
字
ア
ケ
ン
洞
一
五
八
六
・
字
池
ケ
原
一
八
三
〇
・
字
本
洞
一
八
三
一
・

二
九
九
六(

以
上
二
十
三
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

・
大
字
小
坊
字
一
ツ
谷
口

七
三
四
の
一
・
字
大
坊
谷
七
三
五
の
一
・
大
字
無
数
河
字
無
数
河
三
六
二
七
・
三
六
二
八
・
字
無
数

河
山
三
六
二
九
・
字
ね
づ
尾
三
六
三
一
・
大
字
渚
字
舟
山
一
五
八
三
・
字
真
ノ
谷
一
五
八
四
・
字
本

洞
二
九
九
五(

以
上
九
筆
国
有
林)

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一


立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
久
々
野
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二


立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
基
盤
整

備
部
森
林
保
全
室
及
び
久
々
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。
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市
民
政
党
K
AN
I

護
誠
塾
菊
誠
会

G
reens.

N
et.
ぎ
ふ

小
川
ふ
き
・
G
reens

N
et
岐
阜

政
治
団
体
の
名
称

可
児
慶
志

亀
山
政
文

近
藤
ゆ
り
子

須
田

宏

代
表

者

の
氏

名

霞
直
孝

工
藤

仁

井
上
あ
け
み

冨
士
井
尚
子

会
計
責
任
者

の
氏

名

可
児
市
下
恵
土
368

岐
阜
市
江
添
３
―
９
―
７

多
治
見
市
幸
町
６
―
26―
19

可
児
市
桜
ヶ
丘
３
―
９

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
藤
橋
村
大
字
徳
山
字
白
谷
四
九
の
一
・
六
三
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

な
だ
れ
の
危
険
の
防
止

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
西
濃
地
域
農
山
村
整
備
事
務
所
及
び
藤
橋
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示(
平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百

六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一
中｢

社
団
法
人
岐
阜
県
自
家
用
自
動
車
協
会｣

を｢

社
団
法
人
岐
阜
県
自
家
用
自
動
車
協
会

中
日
企
業
株
式
会
社

｣

に

改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子
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民
主
党
岐
阜
県
第
４

区
総
支
部

自
由
民
主
党
和
良
支

部 自
由
民
主
党
白
鳥
町

支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県

宅
建
支
部

自
由
民
主
党
笠
松
町

松
枝
支
部

自
由
民
主
党
恵
那
市

支
部

自
由
民
主
党
揖
斐
郡

支
部

自
由
民
主
党
朝
日
村

支
部 政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
称

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

異
動
事
項

三
輪

清

岐
阜
市
金
町
１
―
23

岩
出

明
喜

兼
山

悌
孝

郡
上
市
和
良
町
宮
代
533

自
由
民
主
党
和
良
支
部

田
中

和
幸

郡
上
市
白
鳥
町
中
津
屋
38

9―
８

堀
部

明
良

岡
田

文
雄

恵
�
市
長
島
町
中
野
449―

13 杉
山

豊
年

平
田

藤
継

新

山
田

良
司

下
呂
市
森
859―

10

蒲
録

郎

森
弘

彦

郡
上
郡
和
良
村
土
京
1032―

２ 自
由
民
主
党
和
良
村
支
部

鷲
見

馨

郡
上
郡
白
鳥
町
大
島
1103―

１ 田
中

邦
雄

棚
橋

愼
司

恵
�
市
長
島
町
正
家
１
―

１
―
25

河
田

善
光

水
口

栄
夫

旧

柳
ヶ
瀬
商
店
街
政
治

連
盟

森
川
正
昭
後
援
会

税
理
士
に
よ
る
松
田

岩
夫
後
援
会

す
み
眞
一
郎
後
援
会

岐
阜
県
不
動
産
政
治

連
盟

活
力
あ
る
富
加
町
を

築
く
会

新
し
い
久
々
野
町
を

創
る
会

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

会
計
責
任
者

森
賢

二

恵
�
市
長
島
町
中
野
829―

３ 羽
田
野

晴
雄

岐
阜
市
六
条
南
１
―
20―

13 長
繩

貢
三

堀
部

明
良

坂
井

富
美
夫

山
下

昭
秀

加
藤

知
束

新
し
い
久
々
野
町
を
創
る

会 田
中

勝
士

伊
藤

義
則

恵
�
市
長
島
町
中
野
449―

13 若
原

忠
義

岐
阜
市
上
竹
町
９

中
原

冨
士
雄

田
中

邦
雄

河
野

忠
昭

畑
中

正
治

黒
木

周
三

み
ぞ
ば
た
甚
一
郎
と
共
に

歩
む
会

山
田

弘
恵

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子
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秋
磋
会

政
治
団
体
の
名
称

今
井
正
己

代
表

者

の
氏

名

稲
垣
龍
一

会
計
責
任
者

の
氏

名

瑞
浪
市
土
岐
町
1879

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
16年

３
月
19日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

公

示

○
平
成
十
五
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
経
営
状
況

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
か
ら
平
成
十
五
年
度
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

｢社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
平
成
15年
度
経
営
状
況
公
告
｣

１
事
業
実
績

加
入
都
道
府
県
市
区
町
村
会
員
数

1,236

加
入
戸
数

874,336戸

共
済
契
約
金
額

5,949,512,785,000円

火
災
共
済
掛
金

1,145,952,685円

被
災
戸
数

396戸

火
災
共
済
給
付
金

398,251,427円

復
興
建
築
助
成
戸
数

205戸

復
興
建
築
助
成
金

73,271,589円

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
会
員
数

66

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
金

27,655,400円

住
宅
災
害
見
舞
戸
数

823戸

住
宅
災
害
見
舞
金

17,386,000円

２
収
支
計
算

�
収
入

火
災
共
済
掛
金
収
入

1,145,952,685円

建
物
管
理
の
部
収
入

47,771,962円

そ
の
他
の
収
入

385,036,758円

当
期
収
入
合
計

�
1,578,761,405円

前
期
繰
越
収
支
差
額

60,868,205円

収
入
合
計

�
1,639,629,610円

�
支
出

事
業
費

668,282,691円

管
理
費

284,423,196円

建
物
管
理
費

21,648,026円

特
定
預
金
等
支
出

600,211,449円

当
期
支
出
合
計

�
1,574,565,362円

当
期
収
支
差
額

�
―
�

4,196,043円

次
期
繰
越
収
支
差
額
�
―
�

65,064,248円

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト

三

代

表

者

の

氏

名

大
坪

徹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
山
田
町
八
六
三
番
地
二
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
自
立
支
援
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
誰
も
が
自
分
の
力
を
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
う
れ
し
や

三

代

表

者

の

氏

名

宮
地

寿
登
代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
土
岐
市
土
岐
津
町
高
山
一
〇
五
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
高
齢
者
、
障
害
者
に
対
し
て
、
地
域
で
の
生
活
支

援
を
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
社
会
参
加
の
支
援

や
生
活
支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
住
ま
い
る
Ｂ
Ｏ
Ｘ
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

中
井

城
嗣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
大
森
一
五
二
八
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
個
人
の
住
ま
い
と
地
域
の
環
境
に
関
す
る
相
談

や
、
家
庭
経
済
に
係
わ
る
諸
問
題
の
学
習
を
通
じ
て
、
高
齢
者
の

福
祉
面
も
伴
う
自
立
し
た
生
活
者
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
夢

の
あ
る
健
康
で
豊
か
な
生
活
環
境
を
築
く
た
め
の
支
援
を
行
い
、

も
っ
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｗ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ

三

代

表

者

の

氏

名

野
田

岳
仁

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
関
市
一
本
木
町
五
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
第
３
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
と
し
て
、
若
者
の
主
体
的
な
活
動
の
も
と
、
水
に
対
す
る
若
者
、

広
く
市
民
の
関
心
を
高
め
、
水
環
境
に
関
す
る
情
報
を
収
集
、
分

析
、
発
信
し
、
水
環
境
政
策
の
立
案
な
ら
び
に
実
施
に
際
し
、
若

者
の
参
画
を
促
進
し
、
よ
り
良
い
水
環
境
の
構
築
を
目
指
し
、
も
っ

て
水
環
境
の
保
全
、
生
態
系
の
維
持
お
よ
び
永
続
可
能
な
国
際
社

会
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岐
阜
障
害
者
雇
用
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代

表

者

の

氏

名

服
部

義
典

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
河
間
町
四
丁
目
五
七
番
地
二

サ
ン
ガ
ー
デ
ン

セ
レ
ス
一
〇
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
雇
用
の
課
題
や
問
題
に
つ
い
て
共
に
学

び
、
考
え
、
制
度
的
な
面
、
技
術
的
な
面
も
考
慮
し
な
が
ら
解
決

を
図
り
、
障
害
者
の
安
定
し
た
就
労
場
所
の
確
保
、
障
害
者
雇
用

に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
行
う
。
ま
た
就
労
を
希
望
し
て
い
る
障

害
者
に
対
し
て
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
支
援
に
関
す
る
事
業
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
拡
充
を
図
り
、
障
害

者
の
経
済
的
自
立
の
達
成
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
十
六
年
七
月
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
農
林
商
工
部
商
工
業
室

及
び
岐
阜
地
域
農
林
商
工
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
タ
マ
コ
シ
、
株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

中
部
薬
品
茜
部
南
店
・
ラ
イ
ト
オ
ン
茜
部
店
・
ロ
ー
ソ
ン
茜
部
野
瀬
店

岐
阜
市
茜
部
寺
屋
敷
二
丁
目
五
九
番
地
の
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
型
店
の
名
称
変
更

(

変
更
前)

ベ
ス
ト
電
器
岐
阜
茜
部
店
・
ラ
イ
ト
オ
ン
茜
部
店
・
ロ
ー
ソ
ン
茜
部
野
瀬
店

(

変
更
後)

中
部
薬
品
茜
部
南
店
・
ラ
イ
ト
オ
ン
茜
部
店
・
ロ
ー
ソ
ン
茜
部
野
瀬
店

小
売
業
者
の
名
称
・
住
所
の
変
更

(

変
更
前)

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

代
表
取
締
役

北
田

葆
光

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
那

の
津
二
丁
目
一
番
一
二

(

変
更
後)

中
部
薬
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
代

正
美

岐
阜
県
多
治
見
市
高
根
町
四

丁
目
二
九
番
地

○
美
濃
加
茂
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
七
月
六
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

美
濃
加
茂
都
市
計
画
公
園
の
変
更

五
・
五
・
一
〇
一
号

山
楠
公
園

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域
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三

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
基
盤
整
備
部
都
市
政
策
課
及
び
川
辺
町
基
盤
整
備
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
七
月
六
日
か
ら

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
ま
で
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平
成
十
六
年
七
月
六
日
印
刷

平
成
十
六
年
七
月
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


